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第1章　予算制度と監査

第1節　予算制度の意義

学校法人における収入・支出の特長

学校法人における収入・支出は企業の

それとは異なるビヘイビアを持ってい

る。いまこれを学校法人の代表的な活動

である教育に伴う収入・支出について述

べると，つぎのとおりである。

1．教育プログラムのサイクルー例え

ば，大学学部教育においては4年，高

校，中学においては各3年－の期間は

収入・支出ともに非弾力的である。す

なわち収入は，学生数と授業料等の単

価との積であるが，授業料等は教育プ

ログラムのサイクルのはじめ（第1学

年生の入学時）に決まっており，これ

がサイクルの途中（第1学年生が次第

に進級して行く途中）でほとんどの場

合に，たやすく変更できるものではな

い。学生数もサイクルのはじめに定ま

った人数を卒業までに増員させるのは

ほとんど不可能である。ゆえに，所与

の教育プログラムの実施過程におい

て，教員の教育努力を追加して投入し

たとしても，それによって収入の増加

を実現することは不可能である。支出

も，その教育プログラムの1サイクル

が終了するまでは，これに必要な支出

として当初計画した額を自由に変更す

ること，特に削減することは，ほとん

ど不可能である。

2．また教育の成果は収入の多少を以て

測定評価できないから，収入と支出と

の間に短期的な相関関係はほとんど見

出せない。

3．支出の上限は決定しがたく，他方，

これを賄う収入は有限である。

予算制度の重要性（Ⅰ）

－財政の計画化一

上に見たごとく収入と支出はともに非

弾力的であり，再者の相関はきわめて乏

しく，かつ必要支出は無限的であるのに

可能な収入は有限であるから，教育活動

を永続するためには，「収入・支出の成

り行き管理」は許されない。すなわち，

収入・支出ともに予算の段階で前以て計

画しておくこと，収入・支出は予算上で

均衡させておくこと，そして教育はかよ

うな予算にもとづいて，その予算の範囲

で実施すること，が教育の継続したがっ

て法人の維持には是非とも必要である。

つまり学校運営の全過程が予算にもとづ

いて行なわれねばならない第1の理由が

ここにある。

予算制度の重要性（Ⅱ）

－信託関係の明確化一

学校法人とその理事者との間には法人

の資産運用について一定の信託関係が結

ばれる。その場合，理事者に委託する収



支の権限の範囲をその執行にさきだって

明確に定めておくことが大切である。け

だし，学校法人に属する資産および法人

自体に対しては，何びとの所有権も持分

権も成立しないのである。ゆえに，あら

かじめ収入・支出の権限の範囲を具体的

に明確化する何らかの制度が必要であ

る。予算は受託者である理事者のアカウ

ンタビリティを確定する必須の手段なの

である。

上述のように，学校法人に属する資産

および法人自体に対してほ，何びとの所

有権も持分権も成立しないから，もし資

産の運用上に損失が生じても，その損失

が「正当な管理者の注意」の明らかな欠

除によるものでないならば何びともその

損失を負担する義務はないのである。こ

のことは元入資本出資者が損失をすべて

負担する企業の場合とは異なるところで

ある。企業に対してほ，その採否が企業

の自由意思にゆだねられているところの

「予算」を，法が学校法人等に対して

は，とくに「予算制度」として強制する

1つの有力な理由がここにあると解され

る。

×　　　　　×　　　　　×

かくして学校法人において予算制度が

重要である理由は，これを次のごとく要

約できるであろう。

（1）学校法人の維持存続を確保するため

には，収入・支出の成り行き管理は許

されず，収入と支出との均衡を前以て

計画し，収入・支出の実行すなわち法

人の運営は，かかる予算にもとづいて

行なわれねばならない。

（2）学校法人の資産に対しては何びとの

所有権も持分権も成立せず，資産運用

上のいかなる損失をも負担せしめうる

義務者は存在しないので，資産運用の

受託者である理事者のアカウンタビリ

ティは，これを事後的にのみ確定する

だけでは不十分である。

予算の統制機能の問題

予算は，一方において，（1）理事者に対

して財政上の執行権を受託し，そのアカ

ウンタビリティを前以て確定する機能を

有するとともに，他方，（2）執行権の行使

を厳重に規制する機能を持っている。

したがって，法人における諸活動は予

算の執行として理解され，かつ予算に対

する過不足のない収支の実行が強く要請

される。

予算のもつかような統制機能は，まず

業務執行の僻息をチェックする面に作用

し，他方，業務執行が予算の範囲を逸脱

することを防止する面に効果を発揮す

る。

従来，非営利組織体の予算制度では，

このような意味の統制機能がもつ規範性

が，予算運用上の好ましからぬ硬直性に

転化しがちであった。そこでは，活動目

的に対する支出の効果が軽視され，活動

は機動性を失いがちになる。またときに

は，それが決算を歪曲する原因となって

いることも兄のがせない。

しかし，学校法人において予算制度が

必要とされるひとつの大きな理由は，そ

の持つ規範力に期待するのだということ

を無視することはできない。

従来の予算制度における統制棟能にも

し問題があるとすれば，それは，予算の

編成過程と統制過程との間の不均衡にあ

るといってよいだろう。すなわち，予算

が活動計画と密接な連繋のもとに編成さ



れず，予算が腰だめ的な見積りのままに

編成決定され，予算執行の面にのみ予算

実行責任者の努力が要求され，予算執行

の規制にのみ厳しい注意が向けられると

いう不合理である。

第2節　予算制度の課題

予算編成過程の重要性

教育をはじめ学校法人のすべての活動

は予算にもとづいて，予算の範囲で行な

われねばならない。それは，そもそも学

校法人における収入・支出の特性が，こ

れを不可避としていることは既に指摘し

た通りである。

かように，予算が法人の活動を制約す

ることは，企業の場合に比べてはるかに

強い。それゆえ学校法人の活動の成否

は，予算の内容の如何に左右されるので

あって，学校法人の予算制度のうち，特

に予算編成過程が活動の成否を決めると

いっても過言ではないであろう。（注）

一般に予算管理の最近の考え方による

と，予算の実行段階での事後的な統制磯

能よりもむしろ事前に，一定の方針なり

目標なりのもとに各部門の活動計画相互

の均衡を達成するという事前的な調整棟

能へと予算管理の重点が移行しているの

である。かような調整機能は予算の編成

過程において発揮されるのである。

従来の予算の統制機能をめぐる問題を

解決するためには，予算の編成過程を改

善し強化することが必要である。

（注）企業でも計画の良否が事業の成

果を左右するものではあるけれど

も，計画の実行の段階では，所与

の需要の範囲で授業量あるいは投

入資源を随時調節して増収をほか

ることは可能であるから，その収

支の態容は学校法人のそれに比べ

て弾力的である。ゆえに，企業の

場合はその予算のいかんよりも活

動の実行結果において活動の成否

が問われるのである。

予算に不可欠な計画

一学事と財政との相互依存関係一

予算は教育その他の諸活動の計画と一

体化して編成されねばならない。むしろ

具体的な活動計画があって，はじめて予

算が編成されるべきものである。けだ

し，学校法人の財政はあくまで教育その

他の活動の手段であるから，予算をもら

ってはじめてその使い途を考えるという

ようなことは予算制度の本末の転倒であ

る。具体的な計画のないところにいっさ

い予算なし，とする思想を徹底させるこ

とが大切である。

財政は法人の活動に対する重大な制約

条件となる。学事の改善の計画もその発

展向上の計画も財政の裏付けなしには，

実現しえないからである。

しかし反面，学校法人の収入は教育を

はじめ諸行事の計画によって保証される

という事実を看過することはできない。

ということは，計画の如何によっては，

新たな財源を開拓し，法人の収入を増大

させることも不可能ではないのである。

したがって，予算制度の充実には法人

における計画編成過程の充実が不可欠で

あり，予算編成過程はこれと密接に連繋

させるべきである。

予算制度と教具・職員

教育は本来，人的能力に強く依存した

活動である。

学校は教育を組織として行なう。そこ



では直接の教育活動を助ける多くの間接

的活動一教育用資材の制作整備，教育機

器の保全推持，実験実習の指導補助，文

献情報の収集，提供，その他各種の教務

事務等－が必要となる。学生数が増大し

教育の内容が多面に捗り，教育の方法が

複雑になるにしたがって，間接的活動が

教育効果に及ぼす影響は次第に大きくな

ってくる。

これら間接的活動は，本来の教育活動

および教育準備活動において，教員の無

用の負担を軽減し，教師として主体的，

人間的努力に依存することを不可欠とす

る教育活動領域に，教員の能力をできる

かぎり集中させ，以て学校としての教育

レベルを維持向上させることをその課題

とするといえよう。

そのためには設備，技術，資金等の物

的側面の拡充・整備が必要とされるとと

もに，人的側面すなわち間接活動の担当

者の能力の重要性を無視することはでき

ない。けだし，前者の物的側面の整備も

実は間接的活動を担当する人材の能力に

大きく依存するからである。

従来，学校における行政職，各種の事

務職，技術職等の間接的活動を担当する

職能に対する一般の評価は教職に比べて

はるかに低く，したがって，これに有能

な人材を導入し育成することが教員の雇

用・育成に比べて遅れていた。

学校の長期的な存続と発展の観点から

視た場合，優れた教師を確保し，優れた

教育ならびに研究の成果を挙げるために

は，優れた職員の存在が不可欠の条件と

なると考えられる。

予算制度の具備すべき要件

かように学校は教員および職員の能力

に高度に依存した事業なのであるからそ

の予算制度は教員・職員のその担当職務

に対する貢献意欲（注）を喚起する制度

でなければならない。

（注）ここに「職務に対する貢献意欲」

とは，「職務における自己の人間的

存在を拡大しようとかりたてる意

識」あるいは「職務を通じて自己の

進化と向上を実現しよう　とする欲

求」を指す。

そのためには予算制度は少なくとも次

のようなものでなければならないと考え

られる。

（1）予算の実行担当者の任務，その権限

と責任の範囲が明確に定められ，任務

の遂行に担当者の自主性が発揮でき

る。

（2）予算の編成が明瞭な方針にもとづい

て行なわれる。

（3）方針の基礎に，①その学校法人の固

有の基本目的と，②現在の根本的問題

解決のための長期方策が確立されてお

り，方針はこれと首尾一貫しているこ

と。

（4）予算の編成過程に各担当者の意見が

よく反映される。

（5）予算の決定が明朗公平に行なわれ，

その決定の理由または決定の経過が関

係者に正確に伝達される。

（6）予算の実行結果の評価が公正に行な

われる。

（7）任務の遂行に必要な知識おむび技術

を習得する機会が各担当者，管理者に

与えられる。

予算監査の必要

学校法人では，監事による監査が行な

われることになっていた（私立学校法第
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ようとするならば，学校法人の財政のみ

⊆　　　　　　ならず，すべての活動の基礎となってい
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，　　　　　るものであるから，その検証評定をいか

に行なうか。これは今後の学校法人監査

における重要な課題といえよう。

この研究では，実行後の予算に対する

監査は事後監査あるいは決算監査の範疇

に含め，未だ実施前の予算に対する監査

を「予算監査」と名付けることにする。

予算監査を行なおうとする場合，その

不可欠の前提として要請されるのは，予

算制度に関する客観的な基準の存在であ

る。このうち，予算の基本的な体系およ

び予算報告諸表の体系はすでに「学校法

人会計基準」に明らかである。この研究で

は予算制度の基準の設定に当って考慮す

べき事項を，特に予算編成過程に重点を

おき，これを第2章において考究する。

理事者の7カウンタビリティ

理事者は法人の予算の決定にあたっ

て，法人の未来の状況をいかに予測し，

とりうる代替的行動のなかから行動を選

択するにせよ，彼には善良な計画責任者

として払うべき当然の配慮をもってこれ

を行なう義務がある。のみならず彼は信

託関係における受託者として，その行な

った予算編成過程を法人の関係者に明瞭

に説明する義務（アカウンタビリティ）

を負うべきである。

理事者のかようなアカウンタビリティ

を区分確定する手段として「予算調書」

が用意されねばならない。それは予算編

成の経緯を立証する書面である。そして

これは監査人が予算監査を行なう場合の

主要な対象でもある。ゆえにそこに収録

されるべき記録や資料についての要件を

確立しておくことが必要である。

なお予算の一部の立案が理事者から部

門の管理者に委譲されている場合は，そ

の部門管理者も自己の立案した予算案に

ついて理事者に対するアカウンタビリテ

ィを明らかにさせることが必要であるか

ら，部門管理者も立案した予算案につい

て「予算詞書」を作成せしめるべきであ

る。

第3節　予算制度と監査

学校法人会計の監査には，外部監査と

内部監査の区分，決算監査と予算監査の

区分，会計監査と業務監査の区分などが

考えられるが，ここでは

（1）外部監査としての決算監査

（2）外部監査としての予算監査

（3）内部監査

かこついてのべる。



学校法人は各種監査の意義を深く認識

し，これを積極的に受入れることが望ま

れる。

外部監査としての決算監査

公認会計士による決算監査はどのよう

な役立ちと，必要性をもつかを列挙して

みると次のとおりである。

ア　監査の実施は学校法人会計の合理

化，適正化に役立つ。

イ　理事者や評議員は，監査によって会

計報告の真実性を確信することがで

き，これによって学校法人の財政状態

の実情を知りうる。

り　教職員，校友，学生などの関係者に，

学校の財政や活動の実情を伝えるため

の会計資料の信頼性をたかめうる。

エ　私学振興財団などの私学財政への助

成機関は，財政の実態と補助金の妥当

な使用を確かめるための会計資料の信

頼性をたかめうる。

決算監査の実施のためには，学校法人

会計基準の導入が，各学校法人によって

行なわれねばならない。これについては

文部省による指導も行なわれている。

なお，学校法人会計基準の導入は，段

階的に行なわれることが，無理を伴なわ

ないやり方だと考えられるので，決算監

査の実施もまた当初から会面的な監査を

行なうのでなく，段階的に逐次行なうこ

とが望ましい。　　　　　、、

また学校法人決算監査の実施手続につ

いては，学校法人会計の特殊性に鑑み，

別に「学校法人監査実施準則」を作成さ

れることが望ましい。

外部監査としての予算監査

ここに予算監査とは，実施後の予算の

監査ではなく，前述のごとく実施前の予

算の監査をいう。

従来，公認会計士の行なう監査は決算

監査であったが，学校法人会計の監査で

は，一般企業の場合にくらべて，一層強

く上述の意味での予算監査が要請され

る。すなわち，学校法人会計では，新増

設のとき，補助金を受けるときなどに予

算書を提出している。また評議員会にも

予算書を提出し，その承認を求めてい

る。

すでに述べたように，学校法人にとっ

てほ，予算の編成および予算による運営

は重要な意義をもっている。それゆえ，

予算監査の実施が重要である。

なお，この場合において，予算監査は

新増設の場合のほかに，毎年度の予算に

対する監査をふくむことはいうまでもな

い。

公認会計士による予算監査の位置づけ

として，予算監査をもって決算監査に附

随する補助的なものとして，要するに予

算・実算の差異分析などによって，決算

監査の手がかりを求めるものとする見解

がある。これに対して，公認会計士によ

る予算監査の本質を，決算監査とならぶ

別個の領域とみなし，両者あいまって，

より適切妥当な監査効果が期待できると

する見解もある。予算監査の位置づけと

しては，われわれは後者の見解をとるも

のである。

内部監査

学校法人における内部監査は，学校法

人の諸活動を管理するのに使用されてい

る各種の管理手段の妥当性と有効性を，

諸活動の検証をとおして評定するもので

ある。

一般に内部監査の発展は，当初は会計



監査中心に行なわれたのであるが，その

後次第に，業務監査への注目が強まって

きた。

また内部監査担当部門は，経営組織内

のできるだけ高い職位に所属するべきも

のとされる。その理由は，これにより，

内部監査の活動の広い範囲を保証し，ま

た内部監査人が行なった発見事項や勧告

事項にもとづく妥当な考慮や有効な措置

を行ない易くしうるからである。

以上述べたところによってわかるよう

に，外部監査と内部監査とは，その本質

を異にし，両者は二者択一的な性質のも

のではない。（注）

内部監査の必要性は，上述の内部監査

機能のうちに見出しうるが，さらに内部

牽制組織の妥当性の検証や，内部監査に

よる会計監査の実施は，外部監査との関

係からも必要である。

（注）アメリカの大学における内部監

査についての実態調査によると，

回答のあった大学のうち，19大学

が内部監査人をもち，このうち15

大学において，外部監査人は内部

監査調書および報告書を検閲する

と述べており，両者の間で相当程

度の相互協力が行なわれている。

内部監査の組織

内部監査の担当者は，これを専任また

は兼任の形で常置する場合と，臨時に任

命するものとがある。

また必要に応じて，監事の行なう監査

と結びつけて行なうことも考えられる。

可能なかぎり，専任の内部監査担当者が

設置されることが望ましい。（注）

（注）アメリカの実態調査では，専任

の内部監査人をもつかどうか，ま

た何人ぐらいもつかの決定要因

は，必ずしも学校の規模の大小で

はないようである。

すなわち，前掲実態調査による

内部監査人をもつ19大学のうちに

は，1万名位の学生数で10名の内

部監査スタッフをもつものもあ

り，また，2万名の学生規模で5

名，その他4名，3名，2名の内

部監査スタッフの大学もあり，8

大学は内部監査スタッフが1名で

ある。

内部監査と監事監査

監事の職責は私立学校法第37条の4に

示されているように，学校法人の財産の

状況を監督し，理事の業務執行の状況を

監査し，結果において不整の点を発見し

たときは，これを所轄庁又は評蓑員会に

報告する。また財産状況や業務執行状況

について理事に意見をのべる。

以上のように内部監査と監事監査とで

は，主要な点でその機能を異にする。し

かしながら，実際の運用では必要があれ

ば，監事のもとで内部監査を行なうこと

を考えてもよいであろう。

内部監査の領域

内部監査における監査の領域は，会計

監査と業務監査とに区分しうる。

内部監査の実施をもしも段階的に行な

うのであれば，さし当って会計監査から

行なうことがよいであろう。

会計監査においてほ，会計処理の結果

が会計基準に準拠して行なわれているか

どうかを検証し，それとともに財産保全

についての監査がなされる。これにより

会計制度の妥当性，有効性が確かめられ

る。



なお，学校法人の会計監査では，公認

会計士による予算監査のみでなく，内部

監査人による予算の会計監査が行なわれ

てもよい。

次に業務監査で行なわれる主な監査事

項を例示してみると次のとおりである。

イ　資源配分の適否

口　計画や予算はその実行後の検討が行

なわれているか。

ハ　諸業務の資金節約の程度

二　法人の定める予算原則は妥当か。

第2章　予算原則

一予算監査の前提－

ここに定める予算原則は，職業的監査

人が行う学校法人の予算監査において学

校法人の予算制度の適正性を判定する場

合の基準を示す。その内容は，予算監査

を行う職業的監査人の立場から適正であ

ると認めることのできる予算制度が具備

すべき要件より成る。

ここに予算制度とは，学校法人におけ

る活動の計画ならびにそれに必要な予算

の決定，決定された計画ならびに予算の

実行の統制，のための組織および手続を

いう。

なお，この原則は大規模な学校法人を

対象としている。したがって小規模法人

については，この原則の主旨をそこなわ

ぬ範囲で，その適用を省略することがで

きる。

第1節　予算制度のための組織

（注）

学校法人の内部関係について

（注）1．この節に関する当初の報告（中

間報告第Ⅲ部「予算監査」昭和46

年第30回大会にて発表）では「予

算制度のための組織」（第3章予

算制度第1節」のなかで学校，学

部，学科等教育の各現場にも予算

の立案および予算実行の責任者を

設けるように定めてあった。この

ような組織思考に対して黒沢学会

会長から疑義が提出された。当グ

ループはこれに対する解答を宿題

として学校法人における予算上の

権限・責任の配分について考え直

すこととした。その後各私学団体

の会計研究会のメンバーである私

学の会計担当者の意見調査の過程

その他で，この問題に関する実態

の把捉を試みた結果，大多数の学

校法人では，学校の設置者である

法人と設置された学校との経済上

の関係が，個人の家庭における世

帯主と扶養家族との経済関係に類

似していることが明らかとなっ

た。そこで，当初の報告を次のご

とく改訂した。

（1）法人と学校との予算上の権

限・責任の配分関係について述

べ，この予算原則では予算の立

案および実行はあげて法人側が

担当し，学校側にはこれについ

ての権限・責任を負担させない

という状況を想定することとし

た。

（2）したがって「予算責任者」お

よび「実行責任者」に関する定

義をこれにもとづいて改正し

た。

（3）「予算単位」という概念は実

際的でないように思われるの



で，これを削除した。したがっ

て「予算単位の予算詞書」およ

び「予算単位別計算書」をそれ

ぞれ「予算責任者の予算詞書」

および「予算責任者別計算書」

と改め，これにともなって表現

の不適当な箇所を改めた。

2．「期間予算の編成」において年

度予算と中期予算との関係を明ら

かにし，とくに，

（1）中期予算をrollingbudget方

式によって毎年洗い替えて編成

し，この中期予算をもとにして

年度予算を編成することとし

た。

（2）期間予算における消費収支お

よび資金収支の予算設定目標ま

たは要件を定めて編成実務の指

針とした。

このため「期間予算の編成」

の4，5，6，7および9（87

ページ）をあらたに書き直し

た。

なおここに「中期予算」とい

う語を用いたのは，法人によ

り，特定の教育上の課題または

事業企画についてこれより長期

の個別計画をたて，それにとも

なう「長期（個別）予算」を組

んでおいて，一一万法人全体の活

動を対象とするところの期間予

算のほうはこれより短い年数に

ついて編成するという場合があ

りうるので，両者の区別を明ら

かにするためである。

3．「実行予算の示達」（第3節）

は，不十分なところがあったので

改めた。その節の1および4ほ今

回あらたに挿入した。その他字句

の訂正を行なった。

予算制度のための組織において最も重

要な問題は予算に関する権限・責任の配

分であると考えられる。とくに学校法人

の場合，教員とくに学校長，学部長，学

科長等をはじめ学校側に上記の権限・責

任を負担せしめるかどうか，負担せしめ

る場合にはその範囲をどう定めるかとい

う問題である。

この問題に対する考え方は，学校法人

の内部関係，すなわち学校の設置者たる

法人と設置された学校とのおのおのの任

務および担当業務について理事老側と教

員側との間に従来認知されてきた関係，

のいかんによってさまざまであり，また

学校法人会計基準にもとづく新しい会計

制度への移行にあたって，この関係の再

検討と再定義を行ないつつする法人もす

くなくないようである。したがって学校

側にどの範囲まで負担させるのが妥当で

あるかは，今後の経験と研究とをまって

明らかにされるべきものであろう。

よってこの予算原則では，この内部関

係について中途半端な状況を想定するこ

とを避けた。すなわち，学校は学事にか

かわる予算要求を行ないうる以外は，も

っぱら教育その他の学事に従事し，予算

上の権限・責任は学校の設置者である法

人にすべて帰属するという場合について

規定した。学校になにがしか配分するこ

とを妥当と考える法人にあっては，その

構想とこの原則に定めるところとを比較

するならば，学校側に設ける予算責任者

の権限・責任の範囲を決定するうえに参

考となろうと考える。



この原則が想定する法人と学校との内

部関係を例示すれば次のとおりである0

1．1法人の任務　1．2　学校の任務

学校法人はそ

の設置する学

校を維持する

ために必要な

行為を行なう

2．1法人のおも

学校は，その

設置目的に定

める教育その

他の学事に従

事する

2．2　学校のおも

な業務　　　　　　な業務

（1）学校の設

立

（2）学校の基

本方針の決

定，および

その他学校

の維持のた

めの行為に

ついての基

本方針の決

定

（3）組織の編　（1）学事計画

成　　　　　　　　の立案

（4）諸計画の　　（2）予算要求

立案と予算

の立案

（5）予算の決

定

（学事計

画の承認，

その他の計

画の決定）

（6）予算の実　　（3）学事計画

行　　　　　　　　の実行

（6）1．教員，

職員の雇

用

（6）2．学事に

必要な資

源の供給

およびそ

のための

資源の調

達

a．資源調

達

（ア）学事

に消費

する資

材の取

得

（イ）学事

に使用

する施

設，設

備の取

得

（ウ）これ

ら取得

のため

の資金

の調達

b．資源の

供給

（ア）消費

資材の

供給

（イ）施設，

設備の

供用と

保全

（ウ）学事

に要す

る諸経



費の支

弁

（6）3．その他

の計画の

実行

（7）予算の実　　（4）学事の実

行結果の検　　　　　行結果の報

討　　　　　　　　　告

（8）外部報告

予算責任者等

1．理　事　長

理事長は，法人の設置する学校が社会

の期待にこたえるよう，教員，職員が学

校に対する貢献意欲を高めるよう，それ

らに必要な諸方策を，消費収支の長期の

均衡の上に実現する権限と責任をもつ。

2．予算責任者

（1）予算責任者の設置

理事長は，学校に対する資源の

供給，教員，職員の給与およびそ

の他学校を維持するための業務の

うちの一定範囲を定め，理事およ

びまたは法人の職員のなかから予

算責任者を任命して，この定めら

れた範囲の業務を予算にもとづい

て実行する権限を予算責任者に移

譲することができる。

（2）予算の実行権限

予算の実行権限とは，予算にお

いて予定された契約の締結・発注

・金銭・物品の受入れおよび払出

し等，予算上の収入または支出を

現実に発生させる計画の着手に承

認または許可を与える権限をい

う。

（3）予算責任者の責任

予算責任者は理事長に対して次の

責任を負う。

（ア）その権限に属する予算の実行

を通じて，学事およびその他の

計画の円滑な実施をたすける。

（イ）前項のため適切な予算を立案

する。

（ウ）その権限に属する予算の立案

の過程を説明し，立証するた

め，予算詞書を作成する。

3．実行責任者

予算責任者は必要に応じ，理事長の承

認を得て，職員のなかから実行責任者を

定めて，予算責任者の予算実行権限の一

部を移譲することができる。

実行責任者はその権限に属する予算の

実行を通じて，学事およびその他の計画

の円滑な実施をたすけることについて，

予算責任者に対して責任を負う。

4．出納責任者，保全責任者

理事長は，予算のうち，金銭・物品の

出納または施設・設備の保全等，現物の

処理にかかわる業務を担当する責任者を

法人の職員のなかから出納責任者または

保全責任者として任命する。

出納責任者または保全責任者は，その

担当する業務の予算実行権限をもつ予算

責任者または実行責任者の指図に従う。

5．学事の代表者

学校長その他の学事代表者は予算に関

して次のことを行なう。

（1）方針の決定にさきだって，理事

長に対して意見を述べる。

（2）学事計画を立案して，理事長の

承認を求める。

（3）学事にかかわる予算要求を行な

う。

（4）学事計画の予算化に必要な資料



を提供する。

（5）承認された学事計画の実行を確

保する。

（6）学事計画の実行結果を理事長に

報告する。

6．予算責任者および実行責任者の責

任能力

予算責任者および実行責任者はおのお

のその任務を適切に遂行するための知識

と技能とをそなえていなければならな

い。

学校法人は，予算責任者および実行責

任者の任務の遂行に必要な知識および技

能を明瞭に定義し，これらの責任者およ

びその予定者に対し，この知識および技

能を習得させるものとする。

予算会議

学校法人は学事上の要求と財政上の

諸条件とを持続的に調和させ，かつ予

算を有効に実行するため，下記の決定

について理事長を補佐し，予算責任者

等の参画とコミュニケーションを可能

にする磯閑（以下これを「予算会議」

と仮称する）を設けるものとする。

1　各種の方針案

2　期間予算案，これにかかわる活

動の期間計画案

3　期間予算の実行結果

4　修正予算案，これにかかわる活

動の修正計画案

5　その他予算について理事長の指

示する事項

会計組織

1．学校法人は次の諸事項を明確に定め

るものとする。

1．1予算編成および予算の報告のた

めの必要資料の内容とその様式

1．2　予算の実行の経過および露見の

報告および検討のための必要資料

の内容とその様式

1．3　原始資料（前記（1）および（2）に定

める必要資料を産出する材料とな

る資料）の内容とその様式

1．4　原始資料から必要資料を産出す

るための分類，集計，その他の資

料処理の方法

1．5　原始資料の入手源，入手手続お

よび入手時期

1．6　必要資料の送付先，送付手続お

よび送付時期

2．会計組織はその目的と実情とに常に

適合するように維持されなければなら

ない。このため学校法人は定期に会計

組織の実地調査を行なうものとする0

予算事務局

1．学校法人は予算に必要な資料の収

集，処理，提供についての専門知識と

技能を備えた部署を設けるものとす

る。

2．この部署は理事長，理事，予算責任

者，実行責任者，その他関係者に対し

て適時適切に資料を提供して，彼等が

予算にかかわる決定を迅速正確に行う

ことを援助し，かつ原始資料の入手に

ついてその提供者の払う労力を最小に

維持することに努めるものとする。

第2節　予算編成手続

既定の予算と新規の予算

1．予算は，新規の計画（当予算年度に

おいて新たに開始され　または臨時に

行われる計画をいう。以下同じ）にか

かわる予算（これを「新規の予算」と

いう）と既定の計画（過年度から引き



続いて行われる活動をいう。以下同

じ）にかかわる予算（これを「既定の

予算」という）とに区別して編成する

ものとする。

2．過年度に決定された計画で，当予算

年度にはじめて実行される計画に関す

る予算はこれを新規の予算に含める。

限定の予算の立案

1．既定の予算の立案においてほ，不変

要因と変更要因とを区別するものとす

る。

2．不変要因とは，既定の予算の算出の

基礎となる要因のうち，過年度の実続

がそのまま当予算期間においても発現

すると認められるものをいう。

3．変更要因とは既定の予算の算出の基

礎となる要因のうち，諸種の理由によ

り過年度の実績がそのまま当予算期間

に発現すると予想されず，当予算期間

について新たに見積り決定することを

必要とするものをいう。

4．変更要因についてはその見積りの過

程およびそのために使用した資料を明

らかにするものとする。

5．不変要因の見積りは，過年度の此に

関する実績を継続して適用するものと

する。

6．既定の予算はその資金収支と消費収

支とを明らかにするものとする。

7．前項の収支の計算はこれに関する会

計基準にしたがうものとする。

新規の予算の立案

1．新規の予算の立案においては，目的

および方針を明らかにするものとす

る。

2．計画の完成までの期間が2会計年度

以上にわたる場合は各年度の完成目標

を定めるものとする。

3．次の現象を結果する新規の計画を

「新規の重要な計画」という。新規の

重要な計画については，その日的達成

の可能性，計画の効果，目的達成方法

の能率性および収支の経済性を検討す

るため，必要で実行可能な方法を講じ

るとともに，これらの検討に用いた資

料，予算額の算出のために行った見積

りや比較等，検討の経過を明らかにす

るものとする。

田　業務あるいは人員構成の重要な変

更をともなう計画

材）重要な額の新たな資産支出をとも

なう計画

（功　可成りの期間にわたり，新たに毎

年経常的な支出をともなう計画

回　重要な額の新たな収入をともなう

計画

帥　可成りの期間にわたり，新たに毎

年経常的な支出の削減をともなう計

画

4．新規の重要な計画を提案する予算責

任者は，その検討に必要で入手可能な

下記の資料を用意するものとする。た

だし計画の内容により理事長または監

査人の承諾を得てその一部を省略する

ことができる。

4．1計画案に盛られた目的達成方法

と，計画立案の過程でこれと比較

検討された，その他の達成方法と

について

4．1．1各方法の効果および影響を

説明する資料

4．1．2　各方法の目的達成に対する

能率を示す資料，およびその

測定に用いた基礎資料



4．1．3　各方法の実施に必要な予算

額，各方法の収支の経済性の

比較を示す資料，その算出に

用いた基礎資料，および算出

の過程

4．2　計画案に盛られた達成方法を計

画案に採用した理由，または計画

案が完成するまでに行われた比較

検討の経過

5．前項にいわゆる「方法」とは，計画

の目的を達成するに必要な，人員とそ

の任務，資源（場所，施設，設備およ

び消耗資材の仕様と数量，用役（ガス，

電力，水道等）および資金をいう。以

下同じ）ならびに，その使用方法を含

む。

6．新規の計画案の立案において複数の

達成方法を比較する場合は，各達成方

法ごとに法人全体として新たに必要と

なる人員および資源について行うもの

とする。

7．前項において，法人に既に在職する

人員または現有の資源を転用する場合

は，その人員の現職に対する措置およ

び資源の現在の用途に対する措置につ

いての計画案を明らかにするものとす

る。

8．前項の計画案において法人が新たに

人員の雇用または資源の取得を必要と

する場合は，これらを6に定める「新

たに必要とする人員および資源」に含

めるものとする。

予算責任者の予算調書

1．予算責任者は，予算立案の任務遂行

の過程を立証するため予算調書を作成

するものとする。

2．前項の予算調書は予算の立案の経過

および結果を明瞭に説明できるように

作成されなければならない。

3．予算調書には次の事項を記載するも

のとする。

3．1既定の予算案と新規の予算案と

の区別

区別の困難な予算案は新規の予

算案に含める。

3．2　既定の予算案については

3．2．1不変要因と変更要因の区別

3．2．2　各要因毎の最近年度の実算

とその算出の基礎

3．2．3　変更要因については変更の

理由，その見積りに用いた資

料

3．3　新規の予算案については原則と

して下記の資料。ただし理事長ま

たは監査人の承諾を得て，省略し

たものは除くことができる。

3．3．1計画の目的，その計画に関

する方針

3．3．2　計画の完成までの期間が2

会計年度以上にわたる場合は

各年度の達成目標

3．3．3　計画に盛られた目的達成方

法と，計画立案の過程でこれ

と比較検討されたその他の達

成方法との比較の内容につい

て，下記の資料

（1）必要な場所・施設・機器・備品等

の資産の仕様，数量，用途（施設お

よび機器については要すれば運用の

具体的方法）。これらのうち既存の

ものの転用と，新たに取得または製

作されるものとの区分

（2）既存の資産を転用する場合は，そ

の資産の現在の用途に対する措置。



もしその措置が新資産の取得，資産

の賃借等新たな支出をともなう場合

は，その予算を見積るための資料

（3）必要な人員とその任務。現に在職

する人員の任用と新たに雇用する人

員の区別。新たに雇用する人員の雇

用形態

（4）現に在職する人員を任用する場

合，その人員の現職に対する措置。

このため新たに人員の雇用が必要と

される場合はその人員および雇用形

態。業務を外注に転換する場合は，

その予算見積りの資料。

（5）必要な主な消費資材の仕様と消費

数量

（6）必要な主な用役（電九　ガス等）

（7）必要な増分支出の時期と金額およ

びその算出手続。増分支出とは各方

法毎に固有の新規支出（資産支出お

よびその他の支出）を言い，前項（2）

および（3）の新たな支出を含む。増分

支出の算出手続はその算出に用いた

（1ト（6）以外の資料を含むものとす

る。

（8）各方法の実施にともなって予想さ

れる増分収入の時期，金額およびそ

の算出手続。増分収入の算出に用い

た（1）～（6）以外の資料。

（9）各方法の予想される効果および影

響（法人の内部および外部を問わ

ず）。効果および影響について異な

る意見がある場合は，少数意見ある

いは意見の精粗にかかわらず洩れな

く記載する。

鯛　各方面の能率および経済性の比

較。その比較の方法とこのために用

いた資料。

nl）計画案に採用した特定の達成方法

についてそれが選ばれた根拠

期間予算の編成

1．期間予算とは，既定の予算案および

新規の予算案を総合調整して編成され

た一定期間の法人全体の活動にかかわ

る予算をいう。

2．期間予算に含める既定の予算を決定

するに先立って次の事項を，その予算

調書を参照して，検討するものとす

る。

2．1既定の計画の予算案に洩れはな

いか

2．2　不変要因に変更要因が含まれて

いないか

2．3　変更要因の見積は妥当か

期間予算にふくめる新規の予算を決

定するにさきだって次の事項をその予

算調書を参照して検討するものとす

る。

（1）新規の予算案はこれに関する予算

編成方針に適合するか

（2）新規の予算案にふくまれる計画案

はその目的を達成できるか。関係者

はこの計画案を支持しているか

（3）新規の予算案の各算出要素の見積

は，既定の予算案および他の新規の

予算案の各算出要素の見積と首尾一

貫するか

（4）新規の計画案に盛られた日的達成

方法は，能率および収支の経済性に

ついて修正の余地はないか

（5）新規の予算案が帰属収入から基本

金への絶入を必要とする資産支出を

ふくむ場合，帰属収入となる資金の

調達および基本金絶入についての年

次計画がその予算案にふくまれてい



るか

4．期間予算の編成にさきだって予算期

首の財政状態を明らかにするため，前

期（当該予算期間の直前の年度）の消

費収支の実算を見積り，前期末貸借対

照表を作成するものとする。

5．期間予算は中期予算とこれにもとづ

く年度予算とよりなるものとする。

6．中期予算とは，予測可能の2年以上

の将来を予算期間として編成される期

間予算をいう。中期予算は，毎年度そ

の予算期間を更新して（いわゆる「洗

い替え－rOlling budget一」方式によ

り）これを編成するものとする。

7．中期予算はその予算期間にかかわる

消費収支予算と資金収支予算とが前期

末の財政状態を受け継ぎ，かつそれぞ

れ次の原則を充足するように，これを

編成するものとする。

（1）中期消費収支予算は，当該予算期

末において次年度繰越消費収支超過

額を生じないこと。

（2）中期資金収支予算は，当該予算期

間の各年度末において，恒常的に保

持すべき支払資金の有高にいちじる

しく不足する支払資金残高を生じな

いこと。

8．年度予算は当予算年度を初年度とす

る中期予算にもとづいてこれを編成す

るものとする。

（1）年度消費収支予算は中期消費収支

予算と首尾一貫していなければなら

ない。

（2）中期消費収支予算においてその初

年度における次年度繰越消費収支差

額が消費支出超過額を示している場

合，当該年度予算においては次年度

繰越消費収支差額としてこの額をこ

えない額の消費支出超過額を計上で

きる。

（3）中期消費収支予算においてその初

年度における次年度繰越消費収支差

額が零または消費収入超過額を示し

ている場合，当該年度予算において

は次年度繰越消費支出超過額を計上

してはならない。

9．年度資金収支予算は，当該年度の各

四半期末または各月末において，支払

資金の恒常的に保持すべき有高にいち

じるしく不足する支払資金残高を生じ

ないように，これを編成するものとす

る。

10．財政的な理由で新規の予算案を不採

用，延期または一部の修正を決定する

場合は，既定の予算案も含めて各予算

案の目的，その効果および必要予算額

等を比較して全般的，長期的な観点か

ら諸活動に対する資金配分の妥当性を

検討するものとする。

11．期間予算を決定する場合に，その既

定の予算案の一部を修正する場合は，

その理由を明示してその修正される収

入または支出の予算責任者および関係

する学事の代表者の諒解を取るものと

する。

12．新規の予算案を期間計画の決定にお

いて延期または不採用とする場合は，

その理由を明らかにし，その予算案を

提案した予算責任者および要すれば立

案者にこれを十分に理解させるものと

する。

13．期間予算に含める新規の予算を決定

する場合に，予算案の一部を修正する

場合は，その理由を明らかにし，その



修正される収入または支出の予算責任

者および関係する学事の代表者にこれ

を十分に理解させるものとする。

期間予算の予算調書

1．理事長は，期間予算の決定の過程を

立証するため期間予算の予算調書を作

成するものとする。

2．期間予算の予算詞書は，期間予算の

決定の経過および結果を明瞭に説明で

きるように作成されなければならな

い。

3．期間予算の予算調書には，原則とし

て次の事項を記載する。

3．1期間予算編成および活動の方針

3．2　既定の予算と新規の予算の区別

3．3　既定の予算については

3．3．1当予算期間に関する見積り

と過年度の見積りとの問の継

続性および当予算年度の各種

見積りの相互間の統一性の有

無を検証した者の氏名と職位

3．3．2　不変要因と変更要因との区

別

3．3．3　各要因毎の最近年度の実績

3．3．4　変更要因については変更の

理由，その見積りに用いた基

礎資料

3．3．5　既定の予算案の一部を修正

して決定された場合は，その

修正の内容，修正の理由，予

算責任者および要すれば予算

実行責任者のこれに対する意

見

3．4　新規の予算については，それを

期間予算として決定した理由，特

に新規の重要な計画の予算につい

ては

3．4．1予算の各算出要素の見積り

の相互間の統一性の有無を検

証した者の氏名，職位

3．4．2　その検証のために実際に行

った方法，そのため使用した

資料

3．4．3　予算案の実現可能性，能率

および収支の経済性について

検討を行なった者の氏名，職

位。その検討のために実際に

行った方法，使用した資料。

3．4．4　予算案に修正を加えて期間

予算に採用された部分の修正

の理由，修正の実際手続，使

用した資料，修正に対する予

算責任者および要すれば予算

立案者の意見

第3節　予算の実行

実行予算の示達

1．期間予算を実行するにさきだって，

実行予算が編成されるものとする。

実行予算とは，予算の実行権限を有

する著が予算年度において学校その他

のために資源を調達供給し，経費を支

弁する等の業務の担当区分を表明する

ため，年度予算にもとづいて編成され

る予算をいう。

2．予算責任者および実行責任者に示達

する実行予算はそれぞれの実行権限に

属する金額に限るものとする。

3．理事長がみずから実行権限を留保す

る予算金額および各予算責任者に示達

した実行予算の金額の，各予算科日ご

との総計は年度予算の当該科目の金額

に一致しなければならない。

4．前項において，実行予算を有効に実



施するため，実行予算のための科目は

年度予算の科目と異なる分類を適用す

ることができる。その場合は両者の関

連を明瞭に定めておかなければならな

い。

5．実行予算は原則として資金収支予算

とし，必要に応じて消費収支予算をふ

くめるものとする。

実行予算はその半期，四半期および

月別の内訳を示達する。

6．期間予算を各責任者に実行予算とし

て示達する方法，用語，および様式は

各責任者の権限責任の範囲に変更のな

いかぎり，みだりに変更してほならな

い。

もし変更を行なう場合は，前以て責

任者の十分な諒解を得るものとする。

予算の実行

1．実行責任者は予算を超える支出をし

てはならない。ただし，予算額を超え

る支出を必要とする場合は，所定の手

続を経るものとする。

2．予算に定めた科目以外に予算を流用

しないものとする。

3．機能別または目的別に決定した支出

予算は，その実算において支出の要素

別内訳金額を明らかにするものとす

る。

4．予算は，その実行の過程で多少にか

かわらず，資源の浪費を生ぜしめない

ため必要で実行可能な管理が行われる

ものとする。

5．予算事務局は，たえず予算の実績を

測定して，遅滞なくその予算の責任者

およびその他の関係者に通知するもの

とする。

6．学校法人は会計年度を終了する毎

に，予算の実行結果を検討評価するも

のとする。

このため，学校法人は適切な報告の

システムおよび公正な審査のシステム

を整備するものとする。

7．理事長は，実行結果の検討評価によ

り判明した奨励助長すべき事項および

改善すべき事項を速かに関係者に通知

し，これに対する措置を決定するとと

もに次年度以後の計画および予算にこ

れを反映するものとする。

予算責任者別計算書

1．学校法人は予算の実行結果の検討評

価のために，予算責任者別の資金収支

計算書を作成するものとする。

2．予算責任者別資金収支計算書にはそ

の実行予算とその実算とが比較できる

よう記鼓されるものとするも

3．消費収支の実行予算が示達されてい

る予算責任者については，当該予算責

任者別資金収支計算書を作成するもの

とする。

前項の消費収支予算書附も　当該予

算責任者の消費収支の実行予算とその

実算とが比較できるよう記載されるも

のとする。

4．内部基本金および内部負債を持つ予

算責任者については，消費収支計算書

のほか，これらに関する貸借対照表を

も作成するものとする。

第3章　予算監査

（中間報告第Ⅲ部より）

第1節　予算監査の日的

予算監査の目的

予算監査は，学校法人の予算がその適

正性を確保するために必要でかつ可能な



組織および手続に従って設定されている

か，また予算書が一般に公正妥当と認め

られる会計基準および予算原則にもとづ

いて作成されているか，について監査人

が職業的専門家としての意見を表明し，

これによって，学校法人の予算制度およ

び会計報告に対する信頼性の向上に資す

ることを目的とする。

予算監査の必要性

学校法人の運営はすべて予算にもとづ

いて行なわれなければならない。ゆえに

学校法人の活動の実績は予算による強力

な規制のもとに結果するものであり，会

計における実算もその内容の大半が予算

においてすでに確定されるという関係に

ある。

他方，予算は学校法人の運営をささえ

る諸制度と財政的判断との合成物であ

り，また予算の基礎にある活動の計画が

法人の主観的判断によって選択された未

来の行動であるから，予算の内容は計画

上の判断および財政的判断によって左右

されるものである。

会計報告および予算制度に対する信頼

性を高め，学校法人の運営について関係

者の理解と協力を確保するためには，公

正不偏の立場からこれらの判断について

なんらかの事前の検証を行なうことが有

意義である。予算監査はこのために行な

われる。私立学校法にもとづく外部監査

はその一環として学校法人の予算に対す

る事前監査を行なうことをさまたげるも

のではない。

予算監査の機能一監査人の責任範囲－

1．監査人の行なう予算監査は，学校法

人の予算がその決定の過程において，

所与の方針への適合，計画の実現，計

画にふくまれる目的達成方法の能率，

資金その他の資源の経済等を確保し，

かつ資金の流動性および消費収支の持

続的均衡を維持するための，必要で実

行可能な組織・手続によったかどうか

について，意見を表明することであ

る。しかしこの監査は，予算ならびに

その基礎にある計画そのものの妥当性

を判定すること，あるいはその達成を

保証することではない。

2．監査人の行なう予算監査は，予算書

に予算が適正かつ明瞭に表明されてい

るかについて意見を表明することがあ

る。ただしこの監査は，予算にふくま

れる予測や予想の真実性を証明するこ

とではない。

3．監査人は，予算編成の組織・手続に

対する意見および予算書に対する意見

に関して責任を負うものである。ただ

しこれによって監査人は，予算ならび

に計算の設定および予算書の作成につ

いて責任を負うものではない。

4．監査人は，予算監査の実施にあたっ

て，予算およびその基礎にある計画に

おける不正誤謬の発見に努め，重大な

虚偽，錯誤または脱漏を看過してはな

らない。ただしこれによって監査人

は，予算およびその基礎にある計画に

おける不正誤謬が皆無であることを保

証するものではない。

5．監査人は財産の品質および性能の鑑

定，財産や技術の現在および将来の価

値の評価，法律事項の鑑定を行なうも

のではない。

第2節　予算制度の監査手続

予算監査の手続は，大別して次の3つ



に区分される。

①　予算制度の監査手続

②　予算項目の監査手続

③　予算書の監査手続

予算制度は法人の活動の計画とコント

ロールのシステムである。予算の編成の

ための組織・手続がたとえ妥当であった

としても，その実行を確保し，実行結果

のフィードバックが適切に行われる制度

でなければ，予算の編成過程の適正性を

確保することはできない。

したがって，予算制度の監査は予算編

成過程に関する組織・手続のみにとどま

らず，決定された予算の実行過程に関す

る手続にも及ぶことが必要である。結

局，予算制度の監査は前章に掲げたよう

な予算原則にもとづいた組織と手続とが

整備されているかを確かめることである

が，その基本的な着眼点を列挙すれば次

のごとくなる。

予算制度監査の基本要点

1．予算の決定の過程において，方針へ

の適合，計画の達成，計画に含まれる

目的達成方法の能率，資金その他の資

源の経済等を確保し，かつ資金の流動

性および消費収支の持続的均衡を維持

すること，に関して法人の組織・手続

に欠けるところはないか。

2．予算の決定およびその実行に教員・

職員の積極的な協力を得ること，に関

して法人の組織。手続に欠けるところ

はないか。

3．予算編成の経過および結果を明瞭に

説明し立証するべき理事者のアカウソ

タビリティの履行に関して法人の組織

・手続に欠けるところはないか。

組織に関する調査

1．予算責任者が設定され，かつその責

任と権限とが明確にされているかどう

かについて，関係書類等を閲覧し，ま

たは責任者に質問して調査する。

2．予算制度のための組織（ィ．予算責

任者，ロ．予算事務局，ハ．予算会

議，こ．会計組織等）が確立されてい

るかどうかについて，関係書類を閲覧

し，または責任者に質問して調査す

る。

編成手続に関する調査

1．予算の編成手続は，次の諸項目の検

討を行なうことになっているかどうか

について調査する。

1．1活動方針および予算編成方針へ

の適合性

1．2　資金配分の妥当性

1．3　計画の目的達成の可能性

1．4　方法の能率性

1．5　収支の経済性

1．6　既定の事項の一貫性および網羅

性

1．7　事象予測にあたっての関連事項

の網羅性

1．8　会計基準への準拠性

2．予算編成の過程，予算の見積りの基

礎等が，予算調書等に明確に記録され，

かつ，整理保存されているかどうかを

調査する。

3．予算に関する規程が整備され，かつ

それが予算原則および会計基準に準拠

しているかどうかを調査する。

4．組織および手続について，監査人が

以前にその改善を勧告した事項および

予算の実行結果にもとづいて改善の必

要が予算単位から提案された事項に対

してどのような決定がなされたか，そ



れらほ関係者に伝達徹底されたかを調

査する。

第3節　予算科目の監査手続

予算科目の監査は，各予算科目を「既

定の予算」と「新規の予算」とに分類

し，その設定手続ならびに予算の表明が

適正かどうかを確かめるものである。

既定の予算と新規の予算の監査

各予算科目が，学校法人の作成した予

算調書において，既定の予算と新規の予

算とに分類されているか，また，その分

類が妥当なものであるかどうか検討す

る。

既定の予算の監査手続

1．既定の予算は，既定の活動を洩れな

く含んでいるかどうかを検討する。

2．不変要因についてこれを証拠資料と

照合し，不変要因の中に変更要因に属

するものがないかどうか検討する。

3．変更要因について，その推測のプロ

セスが明らかになっているかどうか，

そのプロセスが合理的であるかどうか

検討する。

新規の予算の監査手続

1．新規の計画の選択・決定およびその

ための予測に関するプロセスが明らか

になっているかを確かめるとともに，

そのプロセスが合理的であるかどうか

を検討する。

特に新規の重要な計画についてはそ

の予算詞書の閲覧および関係者に対す

る質問を行って次の事項を確かめる。

1．1法人の方針への適合性について

検討がなされたか

1．2　上記の目的および方針に照らし

て計画の内容に著しい不合理はな

いか

1．3　計画は関係者とくに実行担当者

の合意が得られているか

1．4　計画の目的達成方法の能率およ

び収支の経済性についていかなる

検討がなされたか。検討の手順，

比較方法，使用した資料に著しい

不合理はないか

2．過年度に決定された計画で当予算年

度に着手すべきものは新規の予算に洩

れなく含まれているか。

3．予測の方法およびそれに使用した資

料が既定の予算および他の新規の予算

のそれらとの間に矛盾はないかを確か

める。

4．予測の結果に著しい不合理はないか

を確かめる。

特に収入・支出の見積りに，既定の

収入・支出が混入していないかを確か

める。

5．新規の予算が基本金に組入れるべき

資産支出をともなう場合には，これに

ついて，基本金組入れの予算措置が構

じられているか，その措置に著しい不

合理はないかを検討する。

6．新規の予算案で，一部分修正の上決

定されたもの，決定を延期されたも

の，不採用となったものについて，そ

の理由が明らかにされ，それをその予

算案の立案者にまで伝達徹底させる措

置がとられたか。

予算の決定とその実行に教員・職員

の積極的な協力を確保するという観点

からみて，上記の措置に欠けるところ

がなかったか検討する。

第4節　予算科目の監査手続の例示



予算科目には，同一の監査手続を適用

することにより資金収支計算と消費収支

計算の2つの計算における当該科目の検

証が可能なもの，または資金収支計算科

目に対する監査手続に若干の手続を追加

することにより消費収支計算上の当該科

目の監査手続にかえることのできるもの

がある。このグループに属するものとし

て，授業料収入，寄付金収入，人件費，

研究費，施設関係支出を例示する。他

方，消費収支計算科目のなかには，固有

の監査手続を適用せねばならぬ科目もあ

る。これについては基本金阻入衝，徴収

不能引当金繰入額を例示する。

なお，監査実施においてはその時期が

問題となるが予算監査については予算の

執行との関係でタイミソグを失なあない

よう監査を終了しなければならない。こ

の試案では学校法人が毎年1月末までに

新年度予算の暫定原案を作成し，2月中

に監査が行なわれ，その結果に従い修正

された予算原案が三月上旬の理事会に付

議されるという日程を想定している。

授業料収入の監査

1．既定の予算

変更要因として授業料単価の改訂，

募集人員の変更などがある。これらを

確かめるため，学年別に次のように行

う。

1．1第1学年生については，学務担

当より入学許可人員などの資料を

求めこれに新規募集要綱による授

業料単価を乗じた金額を基礎とし

てその授業料収入予算額を確かめ

る。

1．2　第2学年生以上については，そ

れぞれの進級予定者数に授業料単

価を乗じた金額を基礎としてその

授業料収入予算額を確かめる。

1．3　各学年について留年，編入学，

退学が生ずるが，これらについて

は過去の実績によりそれぞれの人

員数を見積り，計算の基礎に織込

まなければならない。

1．4　授業料単価に人員数を乗ずるこ

とにより算出される金額は収入総

額を示すことになるので，資金収

支予算書上，このうちの未収入金

部分を資金収入調整勘定として控

除することになる。この未収入予

定額も同時に確かめなければなら

ない。

2．新規の予算

学部新増設等がある場合にはその予

算調書，新増設認可申請書等を用いて

この新規の計画の決定過程全体を検討

する必要がある（新規の予算の監査手

続）。その一環として授業料収入の算

出過程および使用した資料の妥当性を

検討する。

寄付金収入の監査

1．既定の予算

1．1校友会，特定寄付者等から毎期

継続して行なわれる寄付金収入に

ついては，過去の実績を検討し変

更があった場合にはその根拠を確

かめる。

2．新規の予算

2．1収入の財源を新規の寄付金によ

った場合，その理由および募金計

画の決定の経過を理事会議事録等

で確かめる。この場合，収入の実

現可能性を検討し，それが収入予

算の不足額を補墳するために取り



あえず計上されたものでないこと

を確かめる。

2．2　記念寄付金等の募集について

は，これに関する理事会の議事録

等により募集の方法，期間等を吟

味し，当該予算年度に予想される

収入根拠を確かめる。

2．3　現物寄付については，それが新

規の重要な予算に属する場合は，

「新規の予算の監査手続」を適用

してその実現時期，可能性及び金

額算定の基礎を確かめる。また寄

付される現物に係る推持，管理費

等が合理的に予算化されているこ

とをあわせて確かめるとともに，

その特定された使途の内容を検討

する。

2．4　寄付金収入計上の内容を検討

し，このうちに寄付者の意思によ

り永久に保持運用すべき特定の基

金等の受贈額が含まれている場合

はこれを特定基本金絶入額として

消費収支計算において処理されて

いることを確かめる。

人件費の監査

1．既定の予算

1．1教員，職員，役員の区分を行な

い，予算編成時点の人員数と実際

支給額とを給与規程，賃金台帳等

にもとづき，本俸，諸手当，福利

費，その他に区分して把握する。

1．2　予算年度の変更要因である人員

の増減，ベースアップ見込，定期

昇給等の要素について，新規採用

計画，退職見込人数等の資料にも

とづき，変更要因が合理的に勘案

されているかどうかを確かめる。

1．3　長期にわたりベースアップ交渉

が続行している等のため変更要因

が未確定である場合には，これに

ついて合理的な予測（国家公務員

の昇給率を適用等）がなされてい

るか確かめる。

1．4　賞与については，過去の実番に

人員の増減及びベースアップ等の

変更要因についての予測を勘案し

て，予算金額の算出の妥当性を確

かめる。

1．5　実務上，賃金交渉に備えて政策

的に人件費予算を過少に見積られ

ていないか，については，過去の

実績，社会情勢等に照らして合理

的か否か判断しなければならな

い。

2．新規の予算

2．1学部新増設等がある場合には，

その予算は新規の重要な予算に属

するから，これに関する予算調書

および新増設認可申請書等を用い

て予算およびその基礎にある計画

の決定過程を全体的に検討する必

要がある。その一環として新規に

計上された人件費金額の基礎を確

かめる。

2．2　設備の新増設・教育内容の強化

充実等のための新規教育の採用が

予想される場合には，これも新規

の重要な予算であるから，これに

関する予算調書の閲覧および関係

者への質問等により，この予算お

よびその基礎にある計画の決定過

程を全体的に検討し，その金額が

合理的に予算化されていることを

確かめる。



研究費の監査

1．既定の予算

1．1割当型の予算，すなわち継続的

な教育研究活動を維持するため

に，各年度，はば一定の基準で支

出される一般的な研究費について

は過去の実績に物価上昇等の変更

要因を勘案して予算化が行なわれ

ているかを確かめる。

1．2　研究費のなかに人件費と紛らわ

しいものが含まれていないか，両

者の区分について予算編成上確実

な方針または規定が設けられてい

るかどうかを確かめる。

2．新規の予算

2．1いくつかの研究プロジェクトに

関する予算要求に対して，特定の

研究に予算を与えた過程（選択と

査定）について，新規の予算の監

査手続を適用して，その過程の妥

当性を確かめる。

2．2　大型の研究プロジェクト等につ

いて政府機関等へ補助金申請が行

なわれる場合は，前項のほかその

申請書とその予算調書とを吟味し

て経費の負担関係，金額の基礎な

どを確かめる。

施設関係支出の監査

1．既定の予算

1．1各年度にわたりほぼ一定の方針

で施設の維持増強を目的として予

算化される施設関係支出について

は，過去の実績と予算要求にてら

してその妥当性を確かめる。

1．2　寄付者の意志，補助金の目的等

により施設拡充支出が明らかな場

合には，この根拠と，予算化が適

正になされているかを確かめる。

1．3　未検収工事の残金の支払が当該

予算年度にある場合，また特定の

施設予算について年度の繰越しが

認められた場合等前年度との関係

で予算額が明らかなものについて

は，契約書等により計上の基礎を

確かめるとともに変更要因を確認

する。

1．4　施設関係の予算金額そのものに

ついては，積算資料，前回工事実

績等を参照し，その妥当性を確か

める。この場合，工事の発注方

法，受注業者名等を予算要求書で

検討する必要がある。また設計変

更，追加工事等の変更要因が含ま

れるので，その有無についても確

かめなければならない。

2．新規の予算

新規の予算に属する施設設備が予定

されている場合に，新規の予算の監査

手続を適用する。特に次の事項に留意

する。

2．1学部新増設の一環として施設の

支出がなされた場合には新増設申

請書も確かめる。

2．2　施設支出の財源として寄付金募

集が行われる場合は，寄付金募集

趣意書も確かめる。

2．3　施設完成に必要な施設に洩れが

ないかを確かめるためにいかなる

手続がとられたかを確かめる。

2．4　完成後の施設の維持に必要な支

出およびそれを賄う資金源泉につ

いての予算が編成されているかど

うかを確かめる。

2．5　基本金要絶入額が明らかにさ



れ，それについて予算が含まれて

いるかを確かめる。

基本金絶入額の監査

1．基本金組入れの原因となるべき資産

の増加等の事実とその金額をたしか

め，当該金額の合計額相当額（当期基

本金要阻入額）と当期基本金阻入予算

額とが一致しているかどうかを確かめ

る。

2．当期基本金要狙大嶺に対して当期基

本金絶入蕾が不足している場合はこれ

が法令により認められている事由によ

るものであるかどうかを確かめ，その

絶入不足額の処理に十分計画性がある

か香かを確かめる。

徴収不能引当金繰入額の監査

1．未収入金，貸付金等の金銭債権につ

いて徴収不能のおそれがある場合に

は，この見込額の部分を徴収不能引当

金繰入額として消費収支計算書上に表

示することになるが，この徴収不能の

見積については個々の具体的な金銭債

権については個別的に徴収の確実性を

判断して行なうほか，経験率等に基づ

き合理的に決定されているかどうかを

確かめる。

予算書の監査手続

予算書の記載様式および記載事項に関

して特に定めがある場合には予算書がこ

れに準拠して作成されているかを確かめ

る。

（注）経常的経費に対する国の補助金の

交付を受ける学校法人は，交付を受

けた年度の決算書のほかその翌年度

の予算書を文部大臣に提出しなけれ

ばならないこととされている。学校

法人の計算書類については文部省令

「学校法人会計基準」が定められて

おり，予算書も比較対照上，省令の

定める計算書類の用語，様式による

こととなる。

第5節　結　言

予算監査は，内部監査においてもその

例はきわめて乏しく，外部監査としての

予算監査は，内外を通じて，わが国の学

校法人に対するそれを以て殻初のものと

なろう。予算監査においては法人の予算

制度の整備が不可欠の前提条件とされる

ことはすでに述べた通りである。ゆえに

当初は予算制度の監査にとどめ，予算手

続の監査を実施しうる程度まで予算制度

を充実させることに十分時間をかける必

要がある。

この報告に掲げた予算原則（第3葦）

は予算制度を充実する方向およびその目

標を設定する上に指針となろ　う　と考え

る。ただし，その内容が現在の各法人の

予算実務に比べてかなり巌しいとの意見

があろうことはわれわれのつとに予想し

たところである。しかしこの監査に従事

する独立監査人がその監査意見に関して

負わねはならぬ職業的専門家としての責

任の水準を考えるならば，これ以下に原

則をゆるめることは許されないのでほあ

るまいか。そうであるとするならば，こ

の監査に当る会計士は，被監査法人の実

務水準の向上に方向と目標を示唆し，そ

の改善努力を援助する必要がある。その

意味で当初の予算制度監査は，その実質

は「指導」であってよいと考えられる0

予算は元来，経営管理のための手段で

ある。われわれは予算原則および監査手

続を取り上げる場合に，前述の問題とあ



わせて留意したことは，予算監査が法に

よる強制あるいは所轄庁その他外部から

の要求にもとづくものとして消極的に受

取られるのではなく，学校法人ならびに

教員，職員の立場からこれが有利有用な

制度として理解され，積極的に活用され

なければならない，ということである。

かような配慮が外部監査としてのこの監

査において妥当かどうかは議論がある。

仮りに妥当としても，それがこの報告に

述べた原則とか手続のなかに具体化しえ

たかどうか確信はない。確かなことは，

予算監査をどのように受取り，これを契

機に法人の運営をどう改めて行くかほ，

先ず以て理事者のマネジメント・スキル

に存するということである。




